
 

 

 

 

 

 

 

カードの紛失について                年末年始/土日祝 

休日の ETCコーポレートカード紛失につきまして、組合員様が
直接 NEXCOへ紛失届を FAXする事で、提出日以降の不正使
用への対応が可能となります。 
1.警察へ届出 
2.仮受付 
当組合 HP（https://www.setouchi.or.jp）の組合員専用ペ
ージから紛失届（休日及び夜間届出用）をダウンロードし、
NEXCO西日本へ FAX(082-831-4449) 
※NEXCO西日本お客さまセンターからも紛失届の書式が取寄
可能です。0120-924-863年中無休 

3.翌営業日に当組合へ紛失届の提出 
※ETCマイレージカード/FCカードについては、翌営業日に紛失
届を当組合へ提出お願いいたします。 

 

 
ご利用のない ETCカードについて 

現在ご利用のないコーポレートカード/マイレージカードについて、

状況確認（紛失等）も含め、ご返却または、カードの切替の提案をさ

せていただいております。 

また、車両入替により新カードが発行されたにも関わらず、入替旧

カードをご利用の場合、割引停止等もありますので、速やかにご返

却をお願いいたします。コーポレートカードにつきましては、月末を

もって申請等の締め切りがありますので、12 月 24 日（水）には、

当組合に返却いただきますようお願いいたします。 

 

 

休日割引の適用除外について                年末年始 

2025年 12月             2026年 1月 

 

 

請求書のポイント走行の記載について                          

２０２５年１１月利用分の請求書から、ポイントを使った走行の表記

が以前のものと変わります。以前のポイントを使った走行は、金額

が全て０円と記載されていましたが、１１月利用分からは使用した

金額が表示され、割引額（C）にポイント還元額が記載されます。 

 

 
年末年始のお休みについて                瀬戸内高速 

12/30（火）～1/4（日）は年末年始休暇とさせていただきます。組

合員様にご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力をお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労基情報    

労 基 情 報 
 

 
 
～12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です～ 

 

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲

滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを

推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しま

す。 

労働施策総合推進法の改正により、職場のパワ

ーハラスメントについて事業主にその防止措置を

講じることが義務付けられ、また、男女雇用機会均

等法や育児・介護休業法もセクシャルハラスメント

や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに

係る規定が一部改正され、防止対策の強化が図ら

れました。 

 事業者の皆様におかれましては、必要なハラスメ

ント防止対策を講じていただくとともに、働く人自

身も上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をして

いく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、

みんなでハラスメントのない職場にしていくことを

心がけましょう。 
 
※総合情報サイト 

（あかるい職場応援団） 

はこちら 

 
 
【相談先】 

① パワーハラスメント（086-484-8641） 

   ⇒倉敷労働基準監督署 総合労働相談コーナー 

② セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に         

関するハラスメント（086-225-2017） 

   ⇒岡山労働局雇用環境・均等室 

 

 

 

 
【雑感】 

本年も大変お世話になり、心より感謝申し上げます。 

組合創立40周年という節目を迎えられ、その 1年を 

充実したものにできたのは、ひとえに組合員の皆様 

のおかげでございます。来年もご愛顧のほど、どうぞ 

よろしくお願い申し上げます。 
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２０25年 12月 18日発行 
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